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大項目 項目名 認定 変更 更新 入力時の注意点・ルール

外国人(申請人)マスター 国籍・地域 ◯ ◯ ◯

氏名(アルファベット表記) ◯ ◯ ◯ 半角大文字。姓と名の間は半角スペース

性別 ◯ ◯ ◯

生年月日 ◯ ◯ ◯

出生地 ◯ - - アルファベット全角

本国における居住地 ◯ ◯ ◯ アルファベット全角

日本における移住地 ◯ ◯ ◯ 郵便番号記載必須。番地/建物名全角

パスポート番号 ◯ ◯ ◯

パスポート有効期限 ◯ ◯ ◯

在留カード番号 - ◯ ◯

在留期限 - ◯ ◯

在留期間 - ◯ ◯

現在の在留資格 - ◯ ◯

今回希望する在留期間 ◯ ◯ ◯ 最大1年0ヶ月

在留資格を変更する理由 - ◯ -

在留期間を更新する理由 - - ◯

申請時点での外国人の職業 ◯ ◯ ◯

過去、在留資格認定証明書交付申請をしたことの有無◯ - -

申請回数 △ - -

うち、不許可(不交付)になった回数 △ - -

日本国内・外での犯罪歴の有無 ◯ ◯ ◯

犯罪の具体的な内容 △ △ △ 全角

日本を退去強制又は出国命令により出国した有無 ◯ - -

回数 ◯ - -

直近の送還歴 ◯ - -

滞在予定期間 ◯ - -

過去の日本への出入国歴の有無 ◯ - -

回数 ◯ - -

直近の日本への出入国歴 ◯ - -

配偶者の有無 ◯ ◯ ◯

日本に滞在している親族はいますか。 ◯ ◯ ◯

在日親族情報 △ △ △ 全角

外国人が技能条件を満たしていることの証明方法 ◯ ◯ ◯

<特定技能試験に合格の場合>該当する受験地 △ △ △

<特定技能試験に合格の場合>合格した試験名 △ △ △ 該当するものをコピペ入力

<技能実習2号を良好に修了の場合>証明方法 △ △ △

<技能実習2号を良好に修了の場合>職種・作業 △ △ △

日本語能力を有していることの証明方法 ◯ ◯ ◯

<試験合格等による証明>試験名/受験地の選択 △ △ △

<技能実習2号を良好に修了の場合>証明方法 △ △ △

<技能実習2号を良好に修了の場合>職種・作業 △ △ △

特定技能1号で在留した通算期間 ◯ ◯ ◯

過去勤務していた日本国内・外の職歴 ◯ ◯ ◯

入国(予定年月日) ◯ - -

申請人到着予定の空港又は港の名称 ◯ - -

来日時一緒に入国する同伴者の有無 ◯ - -

現地査証申請の予定地 ◯ - -

雇用契約に係る保証金の徴収その他財産管理又は違約金等の支払契約の有無◯ ◯ ◯

在留資格認定証明書の受領方法 ◯ - -

在留カードの受領方法 - ◯ ◯

<窓口の場合>受領官署 - △ △ 該当するものをコピペ入力※申請人の住所の管轄をお選びください。
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大項目 項目名 認定 変更 更新 入力時の注意点・ルール

申請人用通知送信用メールアドレス ◯ ◯ ◯

フリー欄 ◯ ◯ ◯

雇用契約期間 ◯ ◯ ◯

事前ガイダンス実施(予定)情報 ◯ ◯ ◯

主たる業種 ◯ ◯ ◯ オンライン申請上対応していない項目があります。※ヘルプマーク参照

その他該当する職種 △ △ △ オンライン申請上対応していない項目があります。※ヘルプマーク参照

賃金の支払方法 ◯ ◯ ◯

基本賃金額 ◯ ◯ ◯

人材紹介業者への支払費用の有無 △ △ -

取次機関への支払費用の有無 △ △ -

外国人が母国の機関などに支払った費用 △ △ △

到着空港等での出迎え及び受入先又は住居までの送迎◯ ◯ ◯

出迎え空港、港等 ◯ ◯ △

支援委託契約締結した年月日 △ △ △

支援委託契約期間 △ △ △

月額委託料 (税込金額) △ △ △

支援責任者を選択 ◯ ◯ ◯

支援担当者を選択 ◯ ◯ ◯

受入先マスター 種別選択 ◯ ◯ ◯

特定技能産業分野 ◯ ◯ ◯

健康保険及び厚生年金保険の適用事業所であることの有無◯ ◯ ◯

労災保険及び雇用保険の適用事業所であることの有無◯ ◯ ◯

受入先名 ◯ ◯ ◯ 全角

電話番号 ◯ ◯ ◯

本社所在地 ◯ ◯ ◯ 郵便番号記載必須。番地/建物名全角

法⼈番号 ◯ ◯ ◯

雇用保険適用事業所番号 △ △ △

労働保険番号 ◯ ◯ ◯

資本金額 ◯ ◯ ◯

代表者氏名 ◯ ◯ ◯

常勤職員数 ◯ ◯ ◯

主たる業種 ◯ ◯ ◯

書類作成責任者 ◯ - -

書類作成責任者の住所 ◯ - - 郵便番号記載必須。番地/建物名全角

受⼊先での⽴場について、最も該当するもの ◯ - - その他の場合全角入力

直近年度の売上⾼ ◯ ◯ ◯

外国人支援計画を日本語及び外国人が十分に理解することができる言語により作成し、当該外国人にその写しを交付することとしている。◯ ◯ ◯

外国人支援に要する費用を直接、間接に関わらず外国人に負担させないことにしている。◯ ◯ ◯

支援の内容が外国人の適正な在留に資するもので、支援を実施する者において適切に実施することができるものである。◯ ◯ ◯

雇用契約の不履行について違約金等の支払契約を締結している。◯ ◯ ◯

外国人労働者の報酬額が、日本人労働者が従事する場合の報酬額と同額以上に設定されている。◯ ◯ ◯

雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されている。◯ ◯ ◯

雇用契約に係る保証金の徴収その他財産管理又は違約金等の支払契約があることを認識して雇用契約を締結していない。◯ ◯ ◯

外国人の活動内容に関する文書を作成し、活動させる事業所に雇用契約終了の日から1年以上備え置くこととしている。◯ ◯ ◯

外国人が特定産業分野毎の特有の事情に鑑みて告示で定められている基準に適合していますか。◯ ◯ ◯

外国人が特定技能雇用契約終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該旅費を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとする。◯ ◯ ◯

雇⽤契約の適正な履⾏の確保につき特定産業分野毎の特有の事情に鑑みて告⽰で定められる基準に適合している。◯ ◯ ◯

外国⼈であることを理由として⽇本⼈と異なった待遇をしている。◯ ◯ ◯

労働、社会保険及び租税に関する法令の規定に違反したことの有無◯ ◯ ◯

受⼊企業、その役員が法令に違反して刑に処せられたことがある。◯ ◯ ◯

⽀援責任者、⽀援担当者が法令に違反して刑に処せられたことがある。◯ ◯ ◯
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受⼊企業、その役員が特定技能雇⽤契約の適正な履⾏に影響する精神の機能の障害を有している。◯ ◯ ◯

⽀援責任者、⽀援担当者が特定技能雇⽤契約の適正な履⾏に影響する精神の機能の障害を有している。◯ ◯ ◯

受⼊企業、その役員が破産⼿続き開始の決定を受けたことがある。◯ ◯ ◯

破産⼿続き開始の決定を受けている場合、復権を得ている。◯ ◯ ◯

⽀援責任者、⽀援担当者が破産⼿続き開始の決定を受けたことがある。◯ ◯ ◯

破産⼿続き開始の決定を受けている場合、復権を得ていない。◯ ◯ ◯

受⼊企業、その役員が技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消されたことがある。◯ ◯ ◯

⽀援責任者、⽀援担当者が技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消されたことがある。◯ ◯ ◯

受⼊企業、その役員が技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された法⼈の役員だったことがある。◯ ◯ ◯

⽀援責任者、⽀援担当者が技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された法⼈の役員だったことがある。◯ ◯ ◯

受⼊企業、その役員が特定技能外国⼈との雇⽤契約締結の⽇より前5年以内⼜は締結の⽇以後に、出⼊国⼜は労働に関する法令に関し不正⼜は著しく不当な⾏為をしたことがある。◯ ◯ ◯

⽀援責任者、⽀援担当者が特定技能外国⼈との雇⽤契約締結の⽇より前5年以内⼜は締結の⽇以後に、出⼊国⼜は労働に関する法令に関し不正⼜は著しく不当な⾏為をしたことがある。◯ ◯ ◯

受⼊企業、その役員、⽀援責任者、⽀援担当者が暴⼒団員であること⼜は5年以内に暴⼒団員だったことがある。◯ ◯ ◯

受⼊企業、その役員、⽀援責任者、⽀援担当者の内、営業に関し成年者と同⼀の⾏為能⼒を有しない未成年者がいる。◯ ◯ ◯

暴⼒団員⼜は5年以内に暴⼒団員であった者でその事業活動を⽀配する⽅がいる。◯ ◯ ◯

外国⼈の健康の状況その他の⽣活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとする。◯ ◯ ◯

外国⼈の所定労働時間は、通常の労働者の所定労働時間と同等である。◯ ◯ ◯

外国⼈の報酬は外国⼈の指定する銀⾏その他の⾦融機関に対する振込み⼜は現実に⽀払われた額を確認できる⽅法によって⽀払われることとし、かつ、通貨払いの場合、出⼊国在留管理庁⻑官に報酬の⽀払を裏付ける客観的な資料を提出し、その確認を受けることに同意する。◯ ◯ ◯

外国⼈⽀援計画に基づく⽀援を、外国⼈の⺟国語等、⼗分に理解することができる⾔語で⾏う体制を有している。◯ ◯ ◯

特定技能1号外国⼈⽀援計画の状況に関する⽂書を作成し、⽀援を⾏う事務所に特定技能雇⽤契約終了の⽇から1年以上備えておくこととしていることの有無◯ ◯ ◯

⽀援責任者及び⽀援担当者は、特定技能1号外国⼈⽀援計画の中⽴な実施を⾏うことができる⽴場である。◯ ◯ ◯

雇⽤契約締結⽇の前5年以内⼜は締結⽇から特定技能1号外国⼈⽀援計画で定めた⽀援を怠ったことがある。◯ ◯ ◯

⽀援責任者⼜は⽀援担当者が外国⼈及びその監督をする⽴場にある者と定期的な⾯談を実施できる体制を有している。◯ ◯ ◯

⽀援責任者及び⽀援担当者が、⽀援対象者と異なる部署の職員であるなど、当該対象者に対する指揮命令権を有しない者であること、また、異なる部署であっても、当該対象者に指揮命令をし得る⽴場にない。◯ ◯ ◯

受⼊先において特定技能1号に該当する業務に従事するために、特定活動 (特定技能移準備)への変更申請を予定している。◯ ◯ ◯

外国⼈が受⼊先との契約に基づき、特定技能1号で従事する予定業務と同様の業務に従事する。◯ ◯ ◯

外国⼈が就労する場合に⽀払われる予定の報酬と同額で、かつ、⽇本⼈が従事する場合の報酬と同等以上である。◯ ◯ ◯

受⼊実績について該当する項⽬ △ △ △ 自社支援の場合

役員又は職員の中から支援責任者を選任している。 △ △ △ 自社支援の場合

支援責任者の所属、役職、氏名 △ △ △ 自社支援の場合

役員又は職員の中から、業務に従事させる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している。△ △ △ 自社支援の場合

支援担当者の所属、役職・氏名 △ △ △ 自社支援の場合

受入先事業所マスター 事業所名 ◯ ◯ ◯ 全角

電話番号 ◯ ◯ ◯

住所 ◯ ◯ ◯ 郵便番号記載必須。番地/建物名全角

(所定労働時間数自動計算用) 1日の所定労働時間数
◯ ◯ ◯

1週間の所定労働時間数
◯ ◯ ◯

1ヶ月の所定労働時間数
◯ ◯ ◯

1年の所定労働日数
◯ ◯ ◯

上記有給休暇の範囲内で、外国人が一時帰国を希望した場合に、必要な有給休暇を取得させる。◯ ◯ ◯

出国予定空港等までの送迎及び保安検査場入場までの出国手続きの補助◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

不動産仲介事業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて住宅確保に係る手続きに同行し、住居探しの補助を行う。また、賃貸借契約の締結時に連帯保証人が必要な場合に適当な連帯保証人がいないときは、支援対象者の連帯保証人となる又は利用可能な家賃債務補償業者を確保し自らが緊急連絡先となる。◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設の手続きの補助◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

携帯電話の利用に関する契約の手続きの補助 ◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

電気・水道・ガス等のライフラインに関する手続きの補助◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

・本邦(日本国内)での生活一般に関する事項
・法令の規定により外国人が履行しなければならない国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する事項及び必要に応じて同行し手続きを補助すること
・相談・苦情の連絡先、申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
・十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
・防災・防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な事項
・出入国又は労働に関する法令規定の違反を知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項◯ ◯ ◯

自社支援の場合

必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助をします。
日本の文化を理解するために必要な情報として、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて同行し現地で説明するなどの補助をします。◯ ◯ ◯

自社支援の場合

日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内情報を提供し、必要に応じて同行して入学の手続の補助を行◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報の提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行う◯ ◯ ◯ 自社支援の場合
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外国人との合意の下、日本語教師と契約して外国人に日本語の講習の機会を提供する◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

所属する業界団体や関連企業等を通じて次の受入れ先に関する情報を入手し提供する◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

公共職業安定所、その他の職業安定機関等を案内し、必要に応じて支援対象者に同行して次の受入れ先を探す補助を行う◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受け入れられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成する◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行う◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

外国人が求職活動をするために必要な有給休暇を付与する◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

離職時に必要な行政手続について情報を提供する ◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれる時は、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者を確保する◯ ◯ ◯ 自社支援の場合

・再確認のため、生活オリエンテーションにおいて提供した情報について、改めて提供する。
・外国人の労働状況や生活状況を確認するため、外国人及びその監督をする立場にある者それぞれと定期的な面談(3ヶ月に1回以上)を実施する。◯ ◯ ◯

自社支援の場合

登録支援機関マスター 登録支援機関会社名 ◯ ◯ ◯ 支援委託の場合

電話番号 ◯ ◯ ◯ 支援委託の場合

所在地 ◯ ◯ ◯ 支援委託の場合

法人番号 △ △ △ 支援委託の場合

雇用保険適用事業所番号 △ △ △ 支援委託の場合

登録番号 ◯ ◯ ◯ 支援委託の場合

登録支援機関の登録年月日 ◯ ◯ ◯ 支援委託の場合

代表者氏名 ◯ ◯ ◯ 支援委託の場合

支援責任者の氏名 ◯ ◯ ◯ 支援委託の場合

支援担当者の氏名 ◯ ◯ ◯ 支援委託の場合

支援を行う事業所名称 ◯ ◯ ◯ 支援委託の場合

支援を行う事業所所在地 ◯ ◯ ◯

登録支援機関の対応可能言語 ◯ ◯ ◯


